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（教 育指導 部）なし 

（学 校運営 部）なし 

（子ども家庭部） 

（１）令和６年４月入所に向けた保育施設利用申込みの受付について・・・・・・・２ 
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子ども・子育て支援対策調査特別委員会報告資料 

令和５年８月２３日 

件   名 令和６年４月入所に向けた保育施設利用申込みの受付について 

所管部課名 子ども家庭部子ども施設入園課 

内   容 

１ 令和６年４月入所に向けた保育施設利用申込みの受付について 

認可保育所、区立認可外保育施設、認定こども園（長時間利

用）、小規模保育及び家庭的保育の利用申込みの受付について、以

下のとおり実施する。 

（１）利用申込対象施設 

ア 区立・私立認可保育所 

イ 区立認可外保育施設 

ウ 区立・私立認定こども園（長時間利用） 

エ 地域型保育（小規模保育・家庭的保育） 

（２）利用申込案内の配布 

ア 開始日 

令和５年１０月２３日（月）から 

イ 配布場所 

配布場所 配布時間 

子ども施設入園課 
（区役所中央館３階） 

開庁日の午前８時３０分 
から午後５時１５分まで 

足立福祉事務所福祉課 
（千住・東部・西部・北部） 

区立・私立認可保育所 
区立認定こども園 

開園時刻から閉園時刻まで 

（３）利用申込受付期間 

令和５年１１月２０日（月）～１２月５日（火） 

受付場所・方法 

○…受付可 

△…一部可 

×…受付不可 受付時間 

平日 土 日 

オンライン申請 ○ ○ ○ ２４時間受付 

区役所特設会場 ○ × △ 午前９時から午後４時まで 

※ １１月２３日（木・祝）、２５日（土）、１２月２日（土）、

３日（日）は、区役所特設会場での受付は行わない。 
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（４）スケジュール 

令和５年１０月２３日（月） 利用申込案内の配布開始 

１１月上旬      施設・年齢毎の募集人数公開 

１１月２０日（月） 利用申込受付開始 

１２月 ５日（火） 利用申込受付締切 

１２月～      利用調整 

令和６年 ２月上旬     利用調整結果の通知・連絡 

 

２ 令和６年４月入所における主な見直し点 

  保育施設等の利用調整に係る「調整指数表」及び「実施指数が同

点時の優先順位」について、以下のとおり見直しを行う。 

なお、この規定は令和６年４月入所分（令和５年１１月２０日～

１２月５日受付）から適用する。 

（１）保育施設の閉園・休園等に対応するための指数の見直し 

ア 調整指数表の調整指数番号２０「青井おひさま保育園・コン

ビプラザ東和三丁目保育園・家庭的保育（保育ママ）・小規模

保育の在籍児の場合」の改正（加点４点） 

（ア）改正理由 

上記保育施設の閉園・休園等に対応するため。 

（イ）改正内容 

上記保育施設在籍児の「年齢上限による卒園」を「年齢上

限による卒園等」に改正し、４月から新たに利用を希望する

場合に４点加点する。 

イ 調整指数表の調整指数番号２１「東京都認証保育所等の在籍

児の場合」の改正（加点４点） 

（ア）改正理由 

   東京都認証保育所等の閉園・休園等に対応するため。 

  （イ）改正内容 

    東京都認証保育所等の在籍児の「年齢上限等による卒園」

を「年齢上限による卒園等」に改正し、４月から新たに利用

を希望する場合に４点加点する。 

（２）きょうだいが希望保育施設に在籍中の入所申込児童に対する実

施指数が同点時の優先順位の見直し 

ア 改正理由 

 入所申込児童のきょうだいが希望保育施設に在籍中でも待機

となる事例が多くあり、配慮が必要なため。 

イ 改正内容 

優先順位５番目の「希望保育施設に在籍児のいる世帯を優先

する（在籍児のいる施設に限る）」を優先順位１番目に繰り上

げ、現行の優先順位１番目から４番目を１つずつ繰り下げる。 

３ 小規模保育、家庭的保育等の卒園後の預け先の確保 

  小規模保育・家庭的保育（保育ママ）等を卒園する児童全員を対
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象とし、区内全体で受入枠を確保した上で、一般分に先行して入所

申込みを受け付ける「先行利用調整」を実施する。 

（１）対象施設・対象者 

  ア 連携実施園（メリーポピンズ北千住ルーム）を除く、全ての

小規模保育・家庭的保育（保育ママ）を卒園予定の２歳児 

  イ 青井おひさま保育園及びコンビプラザ東和三丁目保育園を卒

園予定の２歳児 

（２）募集人数 

   ２００人（見込数） 

  ※ 募集人数は各園の意向によって増加する可能性がある。 

  ※ 先行利用調整に申込みしない場合、又は待機になった場合で

も、通常の令和６年４月入所申込みが可能 

   【参考】過去の申込状況等 

   

 

 

 

※ 待機になった方も最終的に保育施設又は幼稚園に内定して

いる。 

４ 保育コンシェルジュによる相談体制 

  令和６年４月利用申込みに向け、個々のニーズや状況に適した保

育施設の案内や情報提供など、きめ細やかな相談を実施していく。 

  【参考】保育コンシェルジュ利用延べ人数      単位：人 

    

 

 

 

 

 

５ 今後の対応 

あだち広報１０月２５日号に案内記事を掲載するほか、足立区ホ

ームページでも周知を図る。また、利用調整後の空き状況等に応じ

て、更なる利用調整の実施を検討する。 

 

 

年月 申込者数 内定者数 内定率 

令和４年４月 １４２人 １１３人 ８０％ 

令和５年４月 １２３人 １０３人 ８４％ 

場所 令和３年度 令和４年度 増減 

区役所 ２，１５１ ２，５０７ ３５６ 

オンライン説明会 ２７ ６４４ ６１７ 

オンライン相談 ４２７ ３３６ ▲９１ 

子育てサロン １８８ ２６３ ７５ 

合計 ２，７９３ ３，７５０ ９５７ 

 



足立区保育施設等の利用調整実施要綱別表（調整指数表） 新旧対照表（案） 

改 正 前 改 正 後 

 

番号 条   件 指数 

1～19 略 略 

20 

青井おひさま保育園・コンビプラザ東和三丁目保
育園・家庭的保育（保育ママ）・小規模保育の在
籍児で、年齢上限による卒園により、４月から新
たに利用を希望する場合（連携施設が設定されて
いる場合を除く） 

4 

21 
東京都認証保育所等の在籍児で、年齢上限等によ
る卒園により、４月から新たに利用を希望する場
合 

4 

22～27 略 略 
 

 

番号 条   件 指数 

1～19 略 略 

20 

青井おひさま保育園・コンビプラザ東和三丁目保
育園・家庭的保育（保育ママ）・小規模保育の在
籍児で、年齢上限による卒園等により、４月から
新たに利用を希望する場合（連携施設が設定され
ている場合を除く） 

4 

21 
東京都認証保育所等の在籍児で、年齢上限による
卒園等により、４月から新たに利用を希望する場
合 

4 

22～27 略 略 
 

実施指数が同点時の優先順位 新旧対照表（案） 

改 正 前 改 正 後 

 

番号 条   件 

1 区内在住者（転入予定者含む）を優先する 

2 ひとり親世帯を優先する 

3 
世帯における保護者の実施基準指数の最高位の者を比

較し、実施基準指数が高い世帯を優先する 

4 実施基準指数の合計が高い世帯を優先する 

5 希望保育施設に在籍児のいる世帯を優先する 

6～18 略 
 

 

番号 条   件 

1 希望保育施設に在籍児のいる世帯を優先する 

2 区内在住者（転入予定者含む）を優先する 

3 ひとり親世帯を優先する 

4 
世帯における保護者の実施基準指数の最高位の者を比

較し、実施基準指数が高い世帯を優先する 

5 実施基準指数の合計が高い世帯を優先する 

6～18 略 
 

 

⁵
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